居宅介護支援　重要事項説明書　
  あなた（又はあなたの家族）が利用しようと考えている居宅介護支援について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明します。
1.事業者（法人）について
	事業者（法人）の名称
	社会福祉法人　泚山会

	主たる事務所の所在地
	〒945-0053　新潟県柏崎市鏡町２番１４号

	代表者（職名・氏名）
	理事長　 矢嶋 文博

	設立年月日
	平成６年６月２８日

	電話番号
	０２５７－４１－６６３５


2.指定居宅介護支援を実施する事業所について
(1)事業所の所在地等
	 事業所の名称
	居宅介護支援事業所 いこいの里

	サービスの種類
	居宅介護支援

	事業所の所在地
	〒945-1115　新潟県柏崎市佐水３１４０番地

	電話番号
	０２５７－２９－３９００

	指定年月日・事業所番号
	平成１１年９月７日指定
	１５７０５０００４９

	管理者の氏名
	酒井 小百合

	通常の事業の実施地域
	柏崎市


(2)事業の目的と運営の方針
	事業の目的
	要介護状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、適正な居宅介護支援を提供することを目的とします。

	運営の方針
	① 利用者の心身の状況や環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
② 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。
③ 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅支援事業者、介護予防事業者、介護保険施設等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
④ 特定事業所加算(Ⅲ)の算定事業所として質の高いケアマネジメントを行うように努めます。自らその提供するサービスの質の評価を行い、サービスの質を常に見直すことで改善を図ります。


（3）営業日時
	営業日
	月曜日から金曜日まで

但し、国民の祝日・休日・年末年始（12月31日から1月3日）を除きます。

	営業時間
	午前8時30分から午後5時30分まで
但し、利用者の希望に応じて、24時間連絡可能な体制を整えています。


(4)職員体制
	　　職種
	職務内容
	人員

	管理者
(主任介護支援専門員兼務)
	従業員の管理、居宅介護支援の利用申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他一元的な管理
居宅介護支援業務及び介護給付等の請求業務
	1名

	介護支援専門員
	居宅介護支援業務

	2名


　居宅介護支援業務：介護支援専門員1人当たりの担当件数は40件未満　
　

3.提供するサービス
① 居宅サービス計画(以下、「ケアプラン」という)の作成　
② 居宅サービス事業者、医療機関等との連絡・調整
③ サービス実施状況の把握・評価
④ 利用者状態の把握
⑤ 給付管理
⑥ 要介護認定申請に対する協力・援助
⑦ 相談業務
　提供方法は別紙「居宅介護支援業務の実施方法について」をご参照ください。

4.利用料金
要介護認定された方は、介護保険から全額支給されるので自己負担はありません。
但し、保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合、一旦厚生労働大臣の定める基準の料金をいただきます。当事業所からサービス提供証明書を発行いたしますので、このサービス提供証明書を市町村の窓口に提出することで、後日全額払い戻しを受けることができます。
(1)指定居宅介護支援費の利用料
基本料金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	居宅介護支援費の種類　
	要介護区分
	料 金
	要件

	居宅介護支援費（Ⅰ）
	要介護１・２
	10,860円
	介護支援専門員1人当たりの取り扱い件数が45件未満の場合

	
	要介護3・4・５
	14,110円
	


加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	加算の種類
	加算額
	加算の要件

	特定事業所加算(Ⅲ)

	3,230円
	質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える等一定の要件の一部を満たしている場合

	初回加算
	3,000円
	新規、あるいは要介護状態区分が2区分以上変更の場合に居宅サービス計画を作成した場合

	入院時情報提供加算
	（Ⅰ）
	2,500円
	入院した日のうちに病院に利用者情報を提供した場合

	
	（Ⅱ）
	2,000円
	入院した日の翌日又は翌々日に病院に利用者情報を提供した場合

	退院・退所加算
	（Ⅰ）イ
	4,500円
	利用者情報をカンファレンス以外の方法で受けた場合

	
	（Ⅰ）ロ
	6,000円
	利用者情報をカンファレンスにより1回受けている場合

	
	（Ⅱ）イ
	6,000円
	利用者情報をカンファレンス以外の方法で2回受けた場合

	
	（Ⅱ）ロ
	7,500円
	利用者情報を2回受け、うち1回はカンファレンスの場合

	
	（Ⅲ）
	9,000円
	利用者情報を3回以上受け、うち1回はカンファレンスの場合

	緊急時カンファレンス加算（月2回まで）
	2,000円
	病院の求めにより医師等と自宅でカンファレンスを行いサービス調整した場合

	通院時情報連携加算
	500円
	診察に同席して医師又は歯科医師と情報のやり取りを行い、居宅サービス計画に記録した場合


減算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	減算の種類
	減算額
	減算の要件

	運営基準減算
	上記基本料金の50％
（2月以上継続の場合100％）
	指定居宅介護支援の業務が適切に行われない場合

	特定事業所集中減算
	2,000円
	正当な理由なく特定の事業者に80％以上集中した場合


上記の料金は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これらの
料金も改訂されます。
5. 居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について
(１) 利用者・家族によるサービスの選択と同意
・利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者自身の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう連携に努めます。
・ケアプランに位置づけるサービス事業所は利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供されるサービスが特定の種類又は事業所に不当に偏することがないよう公正中立に行います。 
・利用者は、介護支援専門員に対して複数のサービス事業者等の紹介を求めることやケアプランに位置付けたサービス事業者などの選定理由について説明を求めることが出来ますので、必要あれば遠慮なく申し出て下さい。 
・必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるよう支援します。
・選択制対象の福祉用具（固定用スロープ、歩行器（歩行車を除く）、単点杖（松葉杖を除く）及び多点杖）の利用が必要な場合には、貸与又は販売のいずれかを利用者が選択できることについてメリット及びデメリットの説明を行うとともに、選択に当って必要な情報を提供すること及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ提案します。

（２）主治の医師及び医療機関等との連絡 
　① 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、意見を求めた主治医等にケアプランを交付します。
　　 病院に入院し退院後早期に医療サービスの利用が必要な場合には、入院中の病院の医師による意見を踏まえ速やかにケアプランを作成します。
  ② 利用者の口腔に関する問題や服薬状況等について、介護支援専門員から主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な状況を伝達します。
③ 病院に入院しなければならない場合には利用者の疾患に対する対応及び退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等するため、早期に病院と情報共有や連携をする必要がありますので、以下の対応をお願い致します。
  ・ 利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業者が医療機関に伝わるよう、 入院時に持参する医療保険証、またはお薬手帳などに当事業所名及び担当の介護支援 専門員が分かる様に名刺を張り付けるなどの対応をお願い致します。 
· 入院時にはご本人またはご家族から、当事業所名及び介護支援専門員の名称を伝えていただきますようお願い致します。
（３）居宅介護支援提供に先立って、介護保険証に記載された内容（被保険者資格、要介護度認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
（４）通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護(生活援助中心)を位置付ける場合には、市町村にケアプランを届け出て地域ケア会議の開催等によりケアプランの適正検証を行います。
6.虐待防止のための措置について
虐待防止の指針に基づき対策を行います。
虐待の発生またはその再発を防止するための対策を講じるため「虐待防止委員会」において虐待発生の要因や権利擁護等について研修します。虐待発見時には迅速に地域包括支援センターに相談します。
7.看取り期における支援について
　　看取り期において、利用者、家族の意向に沿い「人生の最終段階のおける医療、ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿って在宅での介護を支援します。
8.事業継続に向けた取り組みについて
自然災害、感染症対策には厚生労働省ガイドラインに基づきBCP計画（事業継続計画）を策定し、地域、行政と協力して利用者・家族の安全の確保に努めていきます。
① 自然災害
実効性の高い対策をとることができるよう、周辺地域において想定される、水害、震災、水害その他の自然災害に関する計画・訓練を行い、地域との連携に努めます。
② 感染症
感染症対策委員会に参加し、感染症に対する予防対策を検討し安全な生活環境の構築に努めます。感染の状況を踏まえ、実行可能な支援継続を検討し、電話でのモニタリング対応やサービス担当者会議においても当該対策を実施していきます。
9.ハラスメント対策について
（１）職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。
（２）利用者及び家族が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為については、事実確認の上、改善を求め、それでも解消されない場合は契約を解除する場合があります。
9.介護支援専門員の担当、交代について
・ 居宅介護支援開始時に当事業所で担当の介護支援専門員を決定します。
· 事業所の都合により、介護支援専門員が交替することがあります。交替する場合は、サービス利用上の不利益が生じないよう十分配慮します。
· 利用者及び家族が選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情、その他交替を希望する理由等を明らかにして当事業所に交代を申し出ることができます。
	あなたを担当する介護支援専門員は、次の通りです。ご不明な点やご要望などがありましたら、何でもお申し出ください。
	 


10.苦情相談窓口
当事業所が設置する苦情相談窓口は、次の通りです。
当事業所が提供した居宅介護支援に関する苦情だけでなく、当事業所が作成したケアプ
　ランに位置付けたサービスに関する苦情も遠慮なくお申し出ください。
	事業所相談窓口
	苦情解決責任者　罍　和明
苦情受付担当者　酒井 小百合
	電話番号 ０２５７-２９-３８５５
電話番号 ０２５７-２９-３９００

	苦情受付機関
	柏崎市介護高齢課
	電話番号 ０２５７-２１-２２２８

	
	新潟県国民健康保険団体連合会
	電話番号 ０２５-２８５-３０２２


以下、余白
令和 　 年     月     日
事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。

事　業　者       住　　所　　       柏崎市鏡町２番１４号
事業者（法人）名   社会福祉法人　泚山会
代表者職・氏名　　 理事長   矢 嶋  文 博　       　 印

説明者職・氏名　　 介護支援専門員　   　　　　　    印
私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。
また、この文書が契約書の別紙（一部）となることについても同意します。
　利　用　者　　 　　　　　　　 住　所　　　　　　　　　　　　　　　             
氏　名　　　　　　　　      　　　　　　　　   印
署名代行者（又は法定代理人）　住　所                                           
氏　名　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　   印
本人との続柄                                     
 立　会　人　　               住　所                                           
氏　名　　　　　　　　   　　　　　　　　　    印
2

